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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　均熱板の一方の主面をウエハの載置面とし、他方の主面に発熱抵抗体を有するとともに
、該発熱抵抗体と電気的に接続される給電部を前記他方の主面に具備してなるウエハ加熱
装置において、前記均熱板の材質が炭化珪素質セラミックスからなり、前記発熱抵抗体は
、ガラスを含み該ガラス成分がＣａ，ＳｉおよびＡｌを含む結晶相を含有し、該結晶相が
アノーサイトであり、Ｘ線回折ピークにおけるＳｉの（２２０）面に対する前記アノーサ
イトの（－２０２）面の強度比が５０％以上であり、金属成分としてＰｔ族金属を主成分
として含有し、６００℃×１０００時間の処理を行った際の前記発熱抵抗体の抵抗変化率
が２％以下であることを特徴とするウエハ加熱装置。
【請求項２】
　均熱板の一方の主面をウエハの載置面とし、他方の主面に発熱抵抗体を有するとともに
、該発熱抵抗体と電気的に接続される給電部を前記他方の主面に具備してなるウエハ加熱
装置において、前記均熱板の材質が炭化珪素質セラミックスからなり、前記発熱抵抗体は
、ガラスを含み、該ガラス成分がＳｉおよびＡｌを含む結晶相を含有し、該結晶相がムラ
イトであり、Ｘ線回折ピークにおけるＳｉの（１１１）面に対する前記ムライトの（２１
０）面の強度比が５０％以上であり、金属成分として、Ｐｔ族金属を主成分として含有し
、６００℃×１０００時間の処理を行った際の前記発熱抵抗体の抵抗変化率が２％以下で
あることを特徴とするウエハ加熱装置。
【請求項３】
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　均熱板の一方の主面をウエハの載置面とし、他方の主面に発熱抵抗体を有するとともに
、該発熱抵抗体と電気的に接続される給電部を前記他方の主面に具備してなるウエハ加熱
装置において、前記均熱板の材質が炭化珪素質セラミックスからなり、前記発熱抵抗体は
、ガラスを含み、該ガラス成分がＺｒおよびＳｉを含む結晶相を含有し、該結晶相がジル
コンであり、Ｘ線回折ピークにおけるＳｉの（１１１）面に対する前記ジルコンの（２０
０）面の強度比が５０％以上であり、金属成分として、Ｐｔ族金属を主成分として含有し
、６００℃×１０００時間の処理を行った際の前記発熱抵抗体の抵抗変化率が２％以下で
あることを特徴とするウエハ加熱装置。
【請求項４】
　前記均熱板の他方の主面にガラスからなる絶縁層を介して前記発熱抵抗体を有し、前記
発熱抵抗体のガラスの軟化点が、前記絶縁層に含まれる前記ガラスの転移点より低く、且
つこのガラスの転移点がヒーターの使用温度よりも高いことを特徴とする請求項１～３の
いずれかに記載のウエハ加熱装置。
【請求項５】
　前記均熱板の厚みを１～２０ｍｍ、かつ前記他方の主面の表面粗さＲａを１．０μｍ以
下とし、前記均熱板のガラス焼き付け前の熱処理温度を前記絶縁層のガラスの作業点温度
より２００℃以上高い温度にて熱処理を行うことを特徴とする請求項４記載のウエハ加熱
装置。
【請求項６】
　前記絶縁層が、ＳｉＯ2を主成分とする非晶質ガラスにて構成され、且つガラス転移点
までの熱膨張率が均熱板の熱膨張率に対し－１．０～＋１．０×１０-6／℃の範囲内にあ
ることを特徴とする請求項４記載のウエハ加熱装置。
【請求項７】
　前記ウエハ載置面の赤外線放射率が８０％以上になるように前記ウエハ載置面の研磨を
行ったことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のウエハ加熱装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主にウエハを加熱するのに用いるウエハ加熱装置とその製造方法に関するもの
である。例えば、半導体ウエハや液晶基板あるいは回路基板等のウエハ上に半導体薄膜を
生成したり、前記ウエハ上に塗布されたレジスト液を乾燥焼き付けしてレジスト膜を形成
するのに好適なウエハ加熱装置に関するもので、特に高温での処理が必要とされている高
誘電率層間絶縁膜形成用のウエハ加熱装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、半導体製造装置の製造工程における、半導体薄膜の成膜処理、エッチング処理、
レジスト膜の焼き付け処理等においては、半導体ウエハ（以下、ウエハと略す）を加熱す
るためにウエハ加熱装置が用いられている。
【０００３】
　従来の半導体製造装置は、まとめて複数のウエハを成膜処理するバッチ式のものが使用
されていたが、ウエハの大きさが８インチから１２インチと大型化するにつれ、処理精度
を高めるために、一枚ずつ処理する枚葉式と呼ばれる手法が近年実施されている。しかし
ながら、枚葉式にすると１回当たりの処理数が減少するため、ウエハの処理時間の短縮が
必要とされている。このため、ウエハ支持部材に対して、ウエハの加熱時間の短縮、ウエ
ハの吸着・脱着の迅速化と同時に加熱温度精度の向上が要求され、加熱処理温度について
もウエハに成膜するレジストの種類が多様化され、６００℃程度までの処理温度が要求さ
れている。
【０００４】
このうち半導体ウエハ上へのレジスト膜の形成にあたっては、図４に示すような、アルミ
ニウム合金やステンレス鋼等の金属からなる均熱板５２の一方の主面をウエハＷを載せる
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載置面５３とし、他方の主面には複数個のシーズヒータ５５を当接させ、押さえ板５４に
て保持してなるウエハ加熱装置５１が用いられていた。ここで、前記均熱板５２は支持枠
５７により保持され、給電部５６から供給される電力によりシーズヒータ５５を発熱させ
ることにより均熱板５２の温度を調整するようになっていた。
【０００５】
そして、ウエハ加熱装置５１の載置面５３に、レジスト液が塗布されたウエハＷを載せた
あと、シーズヒータ５５を発熱させることにより、均熱板５２を介して載置面５３上のウ
エハＷを加熱し、レジスト液を乾燥焼付けしてウエハＷ上にレジスト膜を形成するように
なっていた。
【０００６】
そこで、成膜処理やエッチング処理では、図５に示すようなウエハ加熱装置３１が用いら
れている。これは、アルミナ、窒化珪素、あるいは窒化アルミニウムを主成分とする板状
セラミック体３２内に発熱抵抗体３３を埋設し、前記板状セラミック体３２の一方の主面
をウエハＷの載置面３４とするとともに、他方の主面に発熱抵抗体３３と電気的に接続さ
れた給電部３５を具備してなる。
【０００７】
また、レジスト膜形成用のウエハ加熱装置に関しては、図６に示すように、板厚が２ｍｍ
～７ｍｍである炭化珪素質焼結体からなる均熱板２の一方の主面をウエハの載置面３とす
るとともに、他方の主面に絶縁層４を介して発熱抵抗体５及び該発熱抵抗体５と電気的に
接続される給電部６を設けてウエハ加熱装置を構成したものが提案されている（特願平１
１－１８４４５８号公報、特願２０００－２５９８０７号公報）。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、図４に示すウエハ加熱装置５１において、アルミニウム合金を用いた均
熱板５２ではアルミニウム合金の耐熱性より使用温度が制限されるという問題があった。
即ち、シーズヒータ５５を４００℃以上に加熱した場合は、アルミニウム合金が熱により
変形を起こしウエハ上のレジスト膜の形成に問題が発生した。さらに、シーズヒータ５５
を加熱した場合にはアルミニウム合金の融点に達し、均熱板５２の溶融という問題が発生
した。一方、ステンレス鋼を用いた均熱板５２では、ステンレス鋼の熱伝導率がアルミニ
ウムに比べ劣るため、ウエハ載置面の温度バラツキが大きくなるという課題があった。
【０００９】
また、ステンレス鋼を用いた均熱板５２にてレジスト膜を貼付けるためにウエハを加熱す
ると、▲１▼温度ムラのために乾燥焼付けされるレジスト膜の組織が粗くなる、▲２▼露
光処理時におけるレジスト膜の感光精度が悪くなるのでパターン形状が不均一なものとな
るといった課題があり、近年要求されている微細な配線を高密度に形成することは難しか
った。
【００１０】
　同様に、図５に示すウエハ加熱装置３１においても、アルミナや窒化珪素を主成分とす
る絶縁性セラミックスを用いると、熱伝導が良くないため、載置面３４の温度バラツキが
比較的大きくなり微細な配線を高密度に形成することは難しかった。
【００１１】
一方、図５に示すウエハ加熱装置３１において、窒化アルミニウム質セラミックスを主成
分とする絶縁性セラミックスを用いると、熱伝導率における問題点は改善されたが、窒化
アルミニウムが空気中の水分と反応してアンモニアガスを発生させ、これがレジスト液も
しくはレジスト膜に悪影響を与えるという問題点があった。
【００１２】
図６に示すウエハ加熱装置に用いる炭化珪素セラミックヒーターでは、高温における発熱
抵抗体中のガラス成分の耐熱性が低いため、４００℃以上に加熱した場合には発熱抵抗体
中のガラス成分の軟化が一部進行し、その結果として抵抗変化が発生し、最悪の場合には
ヒーターが断線に至るという問題点があった。
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【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は、上記の課題について鋭意検討した結果、均熱板の材質が炭化珪素質セラミ
ックスからなり、絶縁層、発熱抵抗体においても成分・特性等の検討の結果上記課題を解
決できることを見出した。
【００１４】
　即ち、本発明のウエハ加熱装置は、均熱板の一方の主面をウエハの載置面とし、他方の
主面に発熱抵抗体を有するとともに、該発熱抵抗体と電気的に接続される給電部を前記他
方の主面に具備してなるウエハ加熱装置において、前記均熱板の材質が炭化珪素質セラミ
ックスからなり、前記発熱抵抗体は、ガラスを含み該ガラス成分がＣａ，ＳｉおよびＡｌ
を含む結晶相を含有し、該結晶相がアノーサイトであり、Ｘ線回折ピークにおけるＳｉの
（２２０）面に対する前記アノーサイトの（－２０２）面の強度比が５０％以上であり、
金属成分としてＰｔ族金属を主成分として含有し、室温から６００℃まで１０００時間の
処理を行った際の前記発熱抵抗体の抵抗変化率が２％以下であることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明のウエハ加熱装置は、均熱板の一方の主面をウエハの載置面とし、他方の
主面に発熱抵抗体を有するとともに、該発熱抵抗体と電気的に接続される給電部を前記他
方の主面に具備してなるウエハ加熱装置において、前記均熱板の材質が炭化珪素質セラミ
ックスからなり、前記発熱抵抗体は、ガラスを含み、該ガラス成分がＳｉおよびＡｌを含
む結晶相を含有し、該結晶相がムライトであり、Ｘ線回折ピークにおけるＳｉの（１１１
）面に対する前記ムライトの（２１０）面の強度比が５０％以上であり、金属成分として
、Ｐｔ族金属を主成分として含有し、６００℃×１０００時間の処理を行った際の前記発
熱抵抗体の抵抗変化率が２％以下であることを特徴とする。
【００１６】
　さらに、本発明のウエハ加熱装置は、均熱板の一方の主面をウエハの載置面とし、他方
の主面に発熱抵抗体を有するとともに、該発熱抵抗体と電気的に接続される給電部を前記
他方の主面に具備してなるウエハ加熱装置において、前記均熱板の材質が炭化珪素質セラ
ミックスからなり、前記発熱抵抗体は、ガラスを含み、該ガラス成分がＺｒおよびＳｉを
含む結晶相を含有し、該結晶相がジルコンであり、Ｘ線回折ピークにおけるＳｉの（１１
１）面に対する前記ジルコンの（２００）面の強度比が５０％以上であり、金属成分とし
て、Ｐｔ族金属を主成分として含有し、６００℃×１０００時間の処理を行った際の前記
発熱抵抗体の抵抗変化率が２％以下であることを特徴とする。
　そして、本発明のウエハ加熱装置は、上記各構成において、前記均熱板の他方の主面に
ガラスからなる絶縁層を介して前記発熱抵抗体を有し、前記発熱抵抗体のガラスの軟化点
が、前記絶縁層に含まれる前記ガラスの転移点より低く、且つこのガラスの転移点が前記
発熱抵抗体の使用温度よりも高いことを特徴とする。
【００１７】
　そして、前記均熱板の厚みを１～２０ｍｍ、かつ前記他方の主面の表面粗さＲａ１．０
μｍ以下とし、前記均熱板のガラス焼き付け前の熱処理温度を前記絶縁層のガラスの作業
点温度より２００℃以上高い温度にて熱処理を行うことを特徴とする。
【００１８】
さらに、前記絶縁層が、ＳｉＯ2を主成分とする非晶質ガラスにて構成され、且つガラス
転移点までの熱膨張率が均熱板の熱膨張率に対し－１．０～＋１．０×１０-6／℃の範囲
内にあることを特徴とする。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００２０】
図１は本発明のウエハ加熱装置１の一例を示す断面図であり、炭化珪素質セラミックスの
板状体からなる均熱板２の一方の主面を、ウエハＷを載せる載置面３とするとともに、他
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方の主面に形成されたＳｉＯ2からなる酸化膜２１の上にガラスからなる絶縁層４を介し
て発熱抵抗体５を形成し、この発熱抵抗体５と電気的に接続する給電部６を備えてウエハ
加熱装置１を構成したものである。
【００２１】
図２を用いて、さらに本発明のウエハ加熱装置１の構造を詳細に説明する。炭化珪素質セ
ラミックスからなる板状体２のウエハ載置面３を除く表面には、酸化雰囲気中で熱処理す
ることにより生成したＳｉＯ2からなる酸化膜２１が形成されている。そして、この酸化
膜２１の上にガラスからなる絶縁層４が形成され、さらにその上に、Ｐｔ族金属と結晶化
ガラスからなる発熱抵抗体５が形成され、この発熱抵抗体５には給電部６が形成されてセ
ラミックヒーターを構成してある。このセラミックヒーターを支持体１１に接合し、上記
給電部６に導通端子７を押圧して接続することによりウエハ加熱装置１を構成している。
また、ウエハＷは、支持ピン２２により載置面３から離間して保持される。これにより、
ウエハＷが板状体２に片当たりして温度分布が悪くなるといった問題を防止している。
【００２２】
　本発明のウエハ加熱装置１は、前記均熱板２の材質が炭化珪素質セラミックスからなり
、室温から６００℃で１０００時間の処理を行った際の前記発熱抵抗体５の抵抗変化率を
２％以下とすることにより、６００℃における処理後の均熱板２の温度バラツキも抑えら
れ安定して製品を供給できる。前記発熱抵抗体５の抵抗変化が２％を超えた場合にはウエ
ハ載置面３の温度に顕著に影響が出てしまい、ウエハ加熱装置１としての温度バラツキの
要求（設定温度に対しバラツキはレンジにて１％以内）を満足しなくなる。
【００２３】
また、前記発熱抵抗体５がガラスを含み、このガラス成分がＣａ，Ｓｉ，Ａｌ等を含む結
晶相を含有し、Ｘ線回折における標準として添加したＳｉとのピークに対する前記結晶の
強度比が５０％以上とすることが好ましい。以上のような発熱抵抗体５の成分にすること
により従来５０℃～３５０℃の耐久試験で抵抗変化を起こし最悪の場合には断線していた
発熱抵抗体５の寿命を５０℃～６００℃まで延ばすことができるのである。
【００２４】
また、結晶相を包含するガラスは、Ｚｎ、Ｐｂ、Ｂ、Ｂｉ、Ｓｂ等を適宜含有させること
により焼き付け温度を低減させることが可能となる。結晶相としては、アノーサイト、ム
ライト、ジルコンが熱膨張率からみて好ましいが、中でもアノーサイトを使用することが
最も好ましい。また、結晶化により生成する結晶量を測定することは難しいが今回結晶化
の判定方法として、例えばアノーサイトの結晶化度については、図３に示すように、Ｃａ
Ａｌ2Ｓｉ2Ｏ8の（－２０２）面とＳｉの（２２０）のＸ線回折のメインピ－ク強度比を
測定して計算した。ＣａＡｌ2Ｓｉ2Ｏ8とＳｉの最大ピークはそれぞれ（００４）面と（
１１１）面であるが２θの位置が重なるため（－２０２）面と（２２０）面のピーク強度
を用いることとした。またピークの強度については２θが２０°と９０°のグランドの強
度を線で結びベースの強度とし、ベースの強度からのピーク高さを用いて計算することと
した。同様にムライトについてはＡｌ6Ｓｉ2Ｏ13 の（２１０）面とＳｉの（１１１）面
及びジルコンについてはＺｒＳｉＯ4の（２００）面とＳｉの（１１１）面のＸ線回折の
メインピ－ク強度比を測定して計算した。
【００２５】
本発明はセラミックスからなる均熱板２の一方の主面をウエハ載置面とし、他方の主面に
酸化膜２１と、ガラスからなる絶縁層４をこの順に備え、該絶縁層４上に発熱抵抗体５を
備えているため、絶縁層４および該絶縁層４上の発熱抵抗体５の熱膨張係数は炭化珪素質
セラミックスに近いほど耐久試験における寿命を伸ばすことになるからである。結晶相と
してアノ－サイトが優れている理由として板状体２との熱膨張係数の差が上記範囲内に入
っているため、ヒーターとしての耐久性も他の結晶化ガラスに比べ優れている。
【００２６】
ガラスを結晶化させる方法としては、例えば一旦ガラス層を溶融生成させた後、該ガラス
層を結晶核生成温度付近で一旦１時間程度保持させ、結晶核を十分生成させたのち、結晶
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生成温度まで昇温させてガラスを結晶化させる方法がある。
【００２７】
なお、発熱抵抗体５に含有されるガラス中の結晶相の同定は、Ｘ線回折（理学電気社製）
により同定した。また、ガラスの転移点および軟化点の測定は、示差走査熱量分析計を用
いて、温度を上昇させながら熱の出入りを測定し、ベースラインの最初の吸熱シフト部分
の漸近線の交点をガラス点移転とし、その次に出現する緩やかな発熱ピークの両側の漸近
線の交点を軟化点とした。
【００２８】
　発熱抵抗体５の抵抗変化を抑えるためには、発熱抵抗体はガラスを含み、このガラスの
軟化点が、前記絶縁層４に含まれるガラスの転移点より低く且つこのガラスの転移点がヒ
ーターの最高使用温度よりも高いガラスを用いることが好ましい。発熱抵抗体５は、絶縁
層４との密着性を高めるためにガラスを含み、このガラスの軟化点が絶縁層４に含まれる
ガラスの転移点より低いことが、発熱抵抗体５の加工精度を向上させる上で好ましい。ガ
ラスは、転移点以上の温度では高粘度の粘性流体であると考えられる。このため、絶縁層
４に含まれるガラスの転移点より発熱抵抗体５に含まれるガラスの軟化点を低くし、発熱
抵抗体５の焼き付け時に、基材となる絶縁層４に影響がでないようにする。また、同時に
発熱抵抗体ガラスのガラス転移点がヒーターの最高使用温度よりも低い場合には前述のよ
うにガラスが高粘度の粘性流体であるため、通電耐久をした際抵抗変化が発生する。
【００２９】
また、前記発熱抵抗体５は、金属成分としてＰｔ族金属を主成分とするものとすることが
好ましい。５００℃程度の高温で均熱板２の表面に形成する発熱抵抗体５の材料としては
、耐酸化性良好なＰｔ族金属を主成分としたものにする方が良好な耐久性を期待できるか
らである。
【００３０】
　ガラスと金属の混合比率は、重量比で４０：６０～８０：２０のものを用いることがで
きる。該比率が４０：６０より小さいと、ガラス量が少な過ぎて発熱抵抗体５の剥離強度
が４ｋｇ／ｍｍ2以下になってしまうので好ましくない。また、該比率が８０：２０より
大きくなると、焼成後に均熱板２となる板状体面内の発熱抵抗体５の抵抗値がブロック毎
にばらついたり断線が発生しやすくなったりするので好ましくない。
【００３１】
また、前記均熱板２の厚みが１～２０ｍｍかつ前記他方の主面の表面粗さＲａを１．０μ
ｍ以下とし、絶縁層４のガラスの作業点温度より２００℃以上高い温度にて熱処理を行う
ことが好ましい。
【００３２】
前記板状体２の厚みとしては１～２０ｍｍとする。さらに好ましくは３～１５ｍｍとする
ことが好ましい。これにより、均熱板２の凹部の加工性及びウエハ載置面３の温度特性、
通電耐久性が信頼性高く形成することが可能になる。この厚みｔを１ｍｍ未満とすると、
板状体２に凹部加工を行う際、クラック及び加工不良が多数発生する。また、仮に凹部加
工が無い場合でも均熱板２の強度不足により例えば６００℃まで昇温した場合、均熱板２
にクラックが発生するという問題点があった。また２０ｍｍより大きくすると昇温した際
ウエハ載置面３の温度が安定するまでに時間を要する点また均熱板２の側面からの放熱量
も大きくなりウエハ載置面３の温度バラツキ、低消費電力化といった観点より問題が残る
。
【００３３】
また、前記均熱板２のガラスを塗布する面の表面粗さＲａは１．０μｍ以下とし、均熱板
２のガラス焼き付け前の熱処理温度はガラスの作業点温度より２００℃以上高い温度とし
て熱処理を行うことが好ましい。ガラスを塗布する面の表面粗さＲａが１．０μｍより大
きい場合には、ガラスを塗布した際気泡が含まれた状態で成膜されてしまい、ガラスを焼
き付けた後気泡部分が欠陥として残ってしまい、絶縁・耐電圧性に問題点が残る。前記均
熱板２の表面粗さＲａは、さらに好ましくは０．４μｍ以下とすることが好ましい。
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【００３４】
　また、均熱板２のガラス焼き付け前の熱処理温度としてはガラスの作業点温度より２０
０℃未満の場合にはガラスを焼き付けた際、絶縁層４を構成するガラス成分中の酸素の拡
散が酸化膜２１を超え、炭化珪素と酸素が反応し、絶縁層４が発泡して絶縁・耐電圧がと
れないという問題点があった。なお、信頼性及び生産性から考慮すると３００～５００℃
高い温度にて熱処理を行うことが好ましい。
【００３５】
前記絶縁層４のガラスにおいてはＳｉＯ2を主成分とする非晶質ガラスにて構成され、且
つ均熱板の熱膨張率に対しガラス転移点までの熱膨張率が－１．０～＋１．０×１０-6／
℃の範囲内のガラスを用いることとする。絶縁層４のガラス成分としてＳｉＯ2を主成分
として用いた場合には均熱板２の酸化膜の成分と同材質のため製品作製中における熱処理
工程での熱応力が小さいため信頼性高く形成することができる。一方、絶縁層４のガラス
成分としてＳｉＯ2以外を主成分とした場合には前述のＳｉＯ2を主成分としたガラスとは
反対に熱応力により酸化膜２１にクラックが入り信頼性高く形成することができない。
【００３６】
また、非晶質のガラスを用いる理由としては、例えば結晶化ガラスは結晶核を生成する過
程においてガラスの膨張・収縮が発生する。このため結晶化ガラスを用いた場合には、非
晶質のガラスを用いた場合に比べ、ガラスの層の欠陥を防止する方法が困難である。この
ガラス層の欠陥が絶縁・耐電圧の低下の原因であるためガラスの欠陥をより少なく形成す
ることのできる非晶質のガラスを用いることとする。
【００３７】
　また、ガラス転移点までの熱膨張率が均熱板２の熱膨張率に対し－１．０～＋１．０×
１０-6／℃の範囲を超えた場合にはガラスに残留する応力が大きくなり板状体２の平坦度
を変化させ、最悪の場合には絶縁層４のガラス自体が残留応力に耐えることができなくガ
ラスにクラックが入るという問題点が発生する。
【００３８】
なお、ガラスは転移点以上の温度では高粘度の粘性流体であるため転移点以上の温度にて
応力が発生した場合にはガラスの粘性のためガラスの変形にて応力を緩和してくれる。こ
のため均熱板の熱膨張率に対しガラス転移点までの熱膨張率が－１．０～＋１．０×１０
-6／℃の範囲内のガラスを用いる必要がある。
【００３９】
均熱板２の材質としては炭化珪素質セラミックスを用いることとする。均熱板２の材質を
アルミナ、窒化珪素を用いた場合には熱伝導率が低いため、ウエハ載置面３の温度がばら
つくという問題点が発生する。また窒化アルミニウム質セラミックスを用いた場合には前
記温度バラツキは解決されるが、アンモニアガスが発生するという問題が発生する。
【００４０】
均熱板２を形成する炭化珪素質焼結体は、主成分の炭化珪素に対し、焼結助剤として硼素
（Ｂ）と炭素（Ｃ）を含有した焼結体や、主成分の炭化珪素に対し、焼結助剤としてアル
ミナ（Ａｌ2Ｏ3）とイットリア（Ｙ2Ｏ3）を含有し１９００～２２００℃で焼成した焼結
体を用いることができ、また、炭化珪素はα型を主体とするもの、あるいはβ型を主体と
するもののいずれであっても構わない。
【００４１】
また、ウエハ載置面３の赤外線放射率は８０％以上になるようにウエハ載置面３の研磨を
行うことが好ましい。これにより、均熱板２の熱が載置面３から赤外線および遠赤外線で
ウエハＷに高効率で放射されるので、載置面３表面の温度が一定になりやすく、また、ウ
エハＷの加熱効率が高くなる。
【００４２】
さらに、支持体１１に固定したあとの均熱板２の平坦度が８０μｍ以下、さらに好ましく
は、４０μｍ以下とすることが好ましい。均熱板２の平坦度を８０μｍ以下にする理由は
、ウエハＷと均熱板２との間隔を管理することにより、ウエハＷを急昇温させた場合に、
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ウエハＷ面内の温度を精密に管理することができるようにするためである。
【００４３】
また、均熱板２とウエハＷの間隔は、外周部より中心部を狭くする方が好ましい。板状体
２の温度分布を一定にするため、発熱抵抗体５の発熱分布は、中心部より熱が外に逃げや
すい外周部の方が発熱量が多くなるようにしている。このため、急昇温させる場合、ウエ
ハＷの中心部の昇温がどうしても遅れやすい傾向になるからである。この傾向を少なくす
るために、均熱板２とウエハＷの間隔は、外周部より中心部の方を狭くする方が、均熱板
２の温度変化に対して応答性が早くなるので好ましい。
【００４４】
さらに板状体２は、均熱板２と支持体１１の外周にボルト１７を貫通させ、均熱板２側よ
り弾性体８、座金１８を介在させてナット１９を螺着することにより弾性的に固定してい
る。これにより、均熱板２の温度を変更したり、載置面３にウエハを載せ均熱板２の温度
が変動したりした場合に、支持体１１変形が発生しても、上記弾性体８によってこれを吸
収し、これにより均熱板２の反りを防止し、ウエハＷ加熱におけるウエハＷ表面に温度分
布が発生することを防止できる。
【００４５】
また、均熱板２の温度調整用の熱電対１０は、均熱板２の中央部のウエハ載置面３の直近
に設置され、熱電対１０の温度を基に板状体２の温度を調整する。発熱抵抗体５が複数の
ブロックに別れており、個別に温度制御する場合は、それぞれの発熱抵抗体５のブロック
に測温用の熱電対１０を設置する。熱電対１０としては、その応答性と保持の作業性の観
点から、外径１．０ｍｍ以下のシース型の熱電対１０を使用することが好ましい。また、
均熱板２に埋め込まれた先端部に力が掛からないように熱電対１０の途中が支持部７の板
状構造部１３に保持されている。この熱電対１０の先端部は、均熱板２に孔が形成され、
この中に設置された円筒状の金属体の内壁面にバネ材により押圧固定することが測温の信
頼性を向上させるために好ましい。
【００４６】
また、発熱抵抗体５を複数のブロックに分割する場合は、そのブロック毎にその中央部に
温度制御用の熱電対１０を設置し、各々独立に温度制御することが好ましい。
【００４７】
そして、このウエハ加熱装置１によりウエハＷを加熱するには、不図示の搬送アームにて
載置面３の上方まで運ばれたウエハＷを不図示のリフトピンにて支持したあと、リフトピ
ン８を降下させてウエハＷを載置面３上に載せる。
【００４８】
　次に、給電部６に通電して発熱抵抗体５を発熱させ、絶縁層４及び均熱板２を介して載
置面３上のウエハＷを加熱する。均熱板２を炭化珪素質焼結体により形成すると、熱を加
えても変形が小さく、板厚を薄くできるため、所定の処理温度に加熱するまでの昇温時間
及び所定の処理温度から室温付近に冷却するまでの冷却時間を短くすることができ、生産
性を高めることができるとともに、８０Ｗ／ｍ・Ｋ以上の熱伝導率を有することから、薄
い板厚でも発熱抵抗体５のジュール熱を素早く伝達し、載置面３の温度バラツキを極めて
小さくすることができる。
【００４９】
【実施例】
以下、本発明の実施例を示す。
【００５０】
実施例　１
炭化珪素原料に３重量％のＢ4Ｃと２重量％の炭素を適量のバインダおよび溶剤を用いて
混合し、造粒したあと成形圧１００ＭＰａで成形し、１９００～２１００℃で焼成して、
熱伝導率が８０Ｗ／ｍ・Ｋであり、外径が２３０ｍｍの円盤状の炭化珪素質焼結体を得る
。そして、両面を平面研削した後、炭化珪素質焼結体の厚みを０．５～３０ｍｍの範囲に
て作製を行い、熱処理を各々施しＳｉＯ2からなる膜２１を形成した後、表面に２００μ
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ｍのガラスペーストをプリント形成し、焼き付け処理することにより絶縁層４を形成し、
絶縁層４の上に発熱抵抗体５を形成した。発熱抵抗体５については各々ガラスの種類と金
属成分との組み合わせを変更して試料を作製した。評価については、温度バラツキと耐久
性の確認を行い、温度バラツキについては日本アビオニクス株式会社製のコンパクトサー
モＴＶＳ－２２００ＭＫ－IIＳＴを使用して測定した。評価方法としては、最高温度部が
６００℃の時の温度バラツキが１％以下の試料を用いて試料の最高温度部が６００℃にな
るように通電を行い、その後抵抗変化及び温度バラツキの測定を行った。なお今回絶縁層
のガラスとしてはガラスの熱膨張率は、３．４×１０-6／℃のものを用いた。
【００５１】
ガラスに含まれる結晶相の量の測定は、ガラスを乳鉢で粉砕した粉末９０重量％に対しＳ
ｉ粉末（Ｈ．Ｃ．Ｓｔａｒｃｋ：Ｇｒａｄｅ　ＡＸ０５）１０重量％を十分混合した粉末
についてＸ線回折（リガク製：ＲＩＮＴ１４００Ｖ型）におけるＳｉのピーク高さに対す
るガラスの結晶相のメインピークの高さの比率を測定した。
【００５２】
結果を、表１に示した。
【００５３】
【表１】

【００５４】
表１に示したように、Ｓｉの（２２０）面に対するＣａＡｌ2Ｓｉ2Ｏ8のＸ線回折の（－
２０２）面のＸ線回折のメインピ－ク強度比５０％未満であるＮｏ．１，２、もしくは金
属成分として、Ｐｔ族金属を主成分として用いていないＮｏ．８～１０は、発熱抵抗体の
通電試験においては抵抗変化率が大きく、温度バラツキも大きくなっていることが確認さ
れた。これに対し、発熱抵抗体においてガラス成分がＣａ，Ｓｉ，Ａｌ等を含む結晶相を
含有し且つＣａＡｌ2Ｓｉ2Ｏ8の（－２０２）面とのＸ線回折のメインピ－ク強度比５０
％以上であり、また金属成分として、Ｐｔ族金属を主成分とするＮｏ.３～７は、抵抗変
化率も低く温度バラツキについても小さく抑えられていた。また、Ａｌ6Ｓｉ2Ｏ13 の（
２１０）面とＳｉの（１１１）面及びＺｒＳｉＯ4の（２００）面とＳｉの（１１１）面
のＸ線回折のメインピ－ク強度比５０％以上であり、また金属成分として、Ｐｔ族金属を
主成分とするＮｏ.１１、１２も、抵抗変化率も低く温度バラツキについても小さく抑え
られることが確認できた。
【００５５】
実施例　２
ここでは、発熱抵抗体５に含まれるガラスの軟化点と絶縁層４に含まれるガラスの転移点
の関係と、発熱抵抗体５の抵抗値バラツキとの相関を調べた。また同様に発熱体抵抗体５
に含まれるガラスの転移点とヒーターの使用温度の関係も調べた。試験においては実施例
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１と同様な方法で作製したガラスからなる絶縁層４を形成した炭化珪素質基板を用いて、
さらに、絶縁層４上に３０重量％のＰｔを含有するガラスペーストをプリントし、発熱抵
抗体５を焼き付け処理した。
【００５６】
このようにして準備したサンプルの発熱抵抗体５の抵抗値を５ｃｍのブロックに分割し、
それぞれ同一の抵抗値に調整するブロック毎に、バラツキを調査した。バラツキは、以下
の式により計算した。
【００５７】
バラツキ＝（最大抵抗値－最小抵抗値）／最大抵抗値×１００
平坦度がほぼ同等の各３個の試料を準備し、３個のサンプルのバラツキの平均をとり、デ
ータとした。またガラスの転移点とヒーターの使用温度については実際にヒーターを通電
し、通電前後の抵抗変化率にて評価を行った。
【００５８】
なおガラスの転移点および軟化点については、リューターを用いてガラス部分を削り取り
、回収したガラス粉末を示差走査熱量分析計により評価した。評価方法については、デー
タの吸熱ピークを確認し、低温側から転移点、軟化点の温度と判定し、この温度差を測定
した。発熱抵抗体５の部分は、できるだけ金属分を含まない部分を選び、窒素ガスをフロ
ーさせながら、金属による影響を抑制して評価した。
【００５９】
結果を、表２、表３に示した。
【００６０】
【表２】

【００６１】
【表３】

【００６２】
表２に示したように、絶縁層４に含まれるガラスの転移点温度から、発熱抵抗体５に含ま
れるガラスの転移点温度を引いた差が負となるＮｏ．８～１０は、抵抗値バラツキが大き
くなったが、前記差が正もしくは０となるＮｏ．１～７は、抵抗値バラツキが小さくなっ



(11) JP 4688363 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

た。また、Ｎｏ．１０については、絶縁層４の組織内に発泡した部分が発生した。以上の
結果から、発熱抵抗体５に含まれるガラスの軟化点を絶縁層４に含まれるガラスの転移点
より高くすることが、抵抗値分布を改善するために有効であることが判った。
【００６３】
また表３に示したように、ヒーター温度から、発熱抵抗体５に含まれるガラスの転移点温
度を引いた差が、正もしくは０となるＮｏ．１、２、５～７は、抵抗変化が大きく、前記
差が負となるＮｏ．３、４、８は、抵抗変化が小さくなった。以上の結果から、ヒーター
の使用する温度を発熱抵抗体５に含まれるガラスの転移点より低くすることが、ヒーター
使用時における発熱抵抗体の抵抗変化を改善するために有効であることが判った。
【００６４】
実施例　３
実施例１と同様な方法で作製した炭化珪素焼結体に熱処理を各々施しＳｉＯ2からなる酸
化膜２１を形成した。その後炭化珪素質焼結体の表面粗さを測定した後、表面に２００μ
ｍのガラスペーストをプリント形成し、焼き付け処理することにより絶縁層４を形成し、
絶縁層４の外観及び耐電圧性の評価を行った。耐電圧特性においては１.５ｋＶ以下で閃
光／短絡の有無を判断基準として評価を行った。なお今回絶縁層のガラスとしてはガラス
の熱膨張率は、３．４×１０-6／℃のものを用いた。
【００６５】
結果を、表４に示した。
【００６６】
【表４】

【００６７】
表４から判るように、全く熱処理を施していないＮｏ．１は、表面に形成されたＳｉＯ2

が無いためガラスからなる絶縁層４を形成した際に、炭化珪素質セラミックとガラスが反
応を起こし絶縁層４は発泡した状態にて形成され外観及び耐電圧特性についても満足な特
性が得られることができなかった。また、同様にガラス焼き付け前の熱処理の温度がガラ
スの焼き付け温度と同一温度Ｎｏ．２及び１００℃高い温度Ｎｏ．３は絶縁層４を形成し
た際に、一部発泡が見られ耐電圧特性についてもＮｏ．１と同様に満足な結果を得られな
かった。
【００６８】
これに対し、ガラス焼き付け前の熱処理の温度がガラスの焼き付け温度に比べ２００℃以
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上高い温度で処理をしたＮｏ．４～９は、ガラス層のハジケが発生せず均質なガラス層が
生成できた。また、耐電圧特性においても十分に満足することが判った。
【００６９】
　次に、ガラス焼き付け前の熱処理の温度がガラスの焼き付け温度に比べ３００℃以上高
い温度の熱処理条件を用いて板状体２の表面粗さと絶縁層４の外観及び耐電圧特性影響を
調べた。表１に示しているように、均熱板２の表面粗さ（Ｒａ）が１．０μｍ以下である
Ｎｏ．１０～１５は、欠陥の無い均質ながらガラス層が形成され、耐電圧特性においても
問題は見られなかった。一方、均熱板２の表面粗さがＲａにて１．０μｍを超えたＮｏ．
１６～１８は、ガラス層に気泡が存在し耐電圧試験において気泡が起点となり耐電圧破壊
（短絡）が見られた。
【００７０】
実施例　４
ここでは、ガラスの熱膨張率とガラス焼き付け後のガラスの外観及び均熱板２の平坦度の
相関を調べた。なおガラスについては結晶化ガラスでは結晶核を生成する過程においてガ
ラスの膨張・収縮が発生し、非晶質のガラスを用いた場合に比べ、ガラスの層の欠陥を防
止する方法が困難であるためガラスの欠陥をより少なく形成することのできる非晶質のガ
ラスを用いた。また均熱板２については熱処理温度をガラスの焼き付け温度より３００℃
高い温度にて熱処理を行い、表面粗さはＲａにて０．４μｍ以下のものを用いて評価を行
った。
【００７１】
結果を、表５に示した。
【００７２】
【表５】

【００７３】
　表５から判るように、またガラス転移点までの熱膨張率が均熱板２の熱膨張率に対し－
１．０～＋１．０×１０-6／℃の範囲を超えているＮｏ．１，２，１２，１３は、平坦度
の変化も１００μｍを超えてしまい、またガラスにもクラックが入った。これに対し、ガ
ラス転移点までの熱膨張率が均熱板２の熱膨張率に対し－１．０～＋１．０×１０-6／℃
の範囲内であるＮｏ．３～１１は、平坦度の変化も１００μｍ以下で収まりまたガラスの
外観上の問題も見られなかった。
【００７４】
実施例　５
ここでは、炭化珪素質基板の赤外線放射率と、ウエハ加熱の昇温時間及び温度バラツキの
関係を調べた。実施例１と同様な方法で、均熱板２の表面に厚み０．５μｍのＳｉＯ2か
らなる膜２１を形成し、ウエハ載置面３ではない他方の主面上に厚み２００μｍのガラス
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からなる絶縁膜４を形成し、さらにその上に発熱抵抗体５をスクリ－ン印刷法により形成
し焼き付け処理して均熱板２を得た。そのようにして得られた一部をウエハ載置面３の表
面の酸化膜をラップ研磨にて研磨し、ウエハ載置面３表面の赤外線放射率を調整した。評
価については図１に示したような支持体１１に組み込んで、均熱板２を２００℃に保持し
ておき、載置面３にウエハを載せたあと、ウエハ温度が２００℃に安定するまでの昇温時
間とウエハの温度バラツキの評価を行った。
【００７５】
赤外線放射率は、日本アビオニクス株式会社製のコンパクトサーモＴＶＳ－２２００ＭＫ
－IIＳＴを使用し、２００℃において、載置面３に黒体を塗布した前後の放射率を測定し
、黒体を塗布したものの放射率を１００％としてそれに対する塗布前の面の放射率を計算
により求めた。
【００７６】
結果を、表６に示した。
【００７７】
【表６】

【００７８】
表６に示したように、ラップ研磨を行っていないＮｏ．１については酸化膜の色むらによ
りウエハ載置面内での赤外線放射率が一様でなく昇温時間及び温度バラツキとも大きな値
を示した。また赤外線放射率が８０％以下であるＮｏ．２～３は、昇温時間が５０秒以上
要し、赤外線放射率が８０％であるＮｏ．４、５は、昇温時間が４０秒以下で温度バラツ
キについても小さく良好であった。
【００７９】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、均熱板の一方の主面をウエハの載置面とし、他方の主面
にガラスからなる絶縁層を備え、該絶縁層上に発熱抵抗体を有するとともに、該発熱抵抗
体と電気的に接続される給電部を前記他方の主面に具備してなるヒーターにおいて、前記
均熱板の材質が炭化珪素質セラミックスからなることを特徴とし、また該絶縁層のガラス
成分としてＳｉＯ2を主成分とする非晶質ガラスにて構成され、且つ均熱板の熱膨張率に
対しガラス転移点までの熱膨張率が－１．０～＋１．０×１０-6／℃の範囲内のガラスか
らなるガラスにて構成され、該発熱抵抗体においてはガラス成分がＣａ，Ｓｉ，Ａｌ等を
含む結晶相を含有し、且つ該結晶相と標準として添加したＳｉとのＸ線回折のメインピ－
クの強度比（最大ピ－ク比）が５０％以上とすることにより、上記課題を解決できること
を見出した。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のウエハ加熱装置を示す断面図である。
【図２】本発明のウエハ加熱装置の一部拡大断面図である。
【図３】本発明のウエハ加熱装置における発熱抵抗体に含まれるガラスのＸ線回折パター
ンの一例を示す図である。
【図４】従来のウエハ加熱装置の均熱板の一部拡大断面図である。
【図５】従来のウエハ加熱装置を示す断面図である。
【図６】従来のウエハ加熱装置を示す断面図である。
【符号の説明】
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１：ウエハ加熱装置
２：均熱板
３：載置面
４：絶縁層
５：発熱抵抗体
６：給電部
７：導通端子
８：弾性体
１０：熱電対
１１：支持体
２１：酸化膜
Ｗ：半導体ウエハ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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